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社会保険料（国民年金保険料）の社会保険料（国民年金保険料）の
控除証明書が発行されます控除証明書が発行されます

　国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告に
おいて、全額が社会保険料控除の対象となりま
す。
※�その年の１月１日～12月31日の間に納付した
保険料が該当します。
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00日は年金の日です！日は年金の日です！

　ご自身の年金記録や年金見込額を確認し、将来
の生活設計について考えてみませんか？
　「ねんきんネット」をご利用いただくと、パソ
コンやスマートフォンから年金記録の確認や年金
見込額の試算をすることもできます。
　詳しくは、日本年金機構ホーム�
ページをご覧ください。
https：//www.nenkin.go.jp/n_net

ご家族の国民年金保険料をご家族の国民年金保険料を
納付した場合は？納付した場合は？

　ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、
納付されたご本人の社会保険料控除の申告に加え
ることができますので、ご家族あてに送られた控
除証明書を添付して申告してください。

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」
については、ねんきん加入者ダイヤルへお問
い合わせください。（☎0570-003-004）

問  町民課 町民窓口係　☎42-2633

■令和７年１月１日～９月30日の間に納付
　⇒　10月下旬から11月上旬にかけて発送
■10月１日～12月31日の間に納付
　⇒　令和８年２月上旬に発送

控除証明書の発送スケジュール

　控除証明書の電子データをマイナポータルで受
け取れます。詳しくは、日本年金機構ホームペー
ジをご覧ください。

h t t p s : / / www . n e n k i n . g o . j p /
denshibenri_kojin/denshisofu_kojin/
mynaportal.html

マイナポータルでも受け取れます

　控除を受けるためには、支払ったことを証明す
る書類の添付が義務付けられています。
　国民年金保険料を納付された方には、「社会保
険料（国民年金保険料）控除証明書」（ハガキ）
が日本年金機構から送付されます。

　年末調整や確定申告の際には、必ずこの証明書
（または領収書）を添付してください。

社会保険料控除を受けるためには？

見本見本

出張相談が開催されます出張相談が開催されます

　函館年金事務所による出張相談を下記のとおり
行います。
　相談を希望される方は、期限までに電話などで
お申し込みください。※定員になり次第締め切り
ます。

■日時　�11月13日㈭�
10：30～15：00

■会場　役場第２町民室
■申込期限　11月６日㈭

お気軽に
ご利用ください


